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公立大学法人山梨県立大学有期雇用教職員就業規則 
（平成２２年４月１日制定 法人第３２０２号）  

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この規則は、公立大学法人山梨県立大学教職員就業規則（以下「教職員就業

規則」という。）第３条第３項の規定に基づき、公立大学法人山梨県立大学（以下「法

人」という。）に勤務する有期雇用教職員に関し必要な事項を定めることを目的とす

る。 

（定義） 

第２条 この規則において有期雇用教職員とは、期間を定めた労働契約により雇用さ

れる教職員（教職員就業規則第６条第３項及び第２４条第１項に規定する教職員は

除く。以下「有期雇用教職員」という。）のうち、別表第１の職名欄に定める者をい

う。 

（職務内容等） 

第３条 有期雇用教職員の職務内容は、別表第１の職名ごとの区分に応じ、同表に定

めるところによる。 

（契約期間及び更新） 

第４条 有期雇用教職員の契約期間は、３年を超えない範囲で理事長が定めるものと

する。ただし、特段の事情がある場合は労働基準法（昭和２２年法律第４９号。以

下「労基法」という。）第１４条第１項の規定による。 

２ 契約期間は、これを２回まで更新することができる。 
（契約期間及び更新の特例）  

第４条の２ 前条の規定にかかわらず、有期雇用教職員（別表第１に規定する法人職員に

限る）が、前条に定める更新の限度まで在職した場合であっても、当該在職期間の勤務

成績が良好で、かつ、業務上必要と認められるときは、選考により雇用契約期間を更新

することができる。  

（法令との関係） 

第５条 この規則に定めのない事項については、労基法及びその他の関係法令の定め

るところによる。 

（規則の遵守） 

第６条 理事長及び有期雇用教職員は、誠意をもってこの規則を遵守しなければなら

ない。 

 

第２章 人事 

第１節 採用 

（採用） 

第７条 有期雇用教職員の採用は、選考によるものとする。 

（採用時の提出書類） 

第８条 有期雇用教職員に採用された者は、次に掲げる書類を速やかに提出しなけれ

ばならない。ただし、理事長が提出を要しないと認める場合は、その一部を省略す

ることができる。 

（１）住民票記載事項証明書 

（２）健康診断書（６月以内のもの） 

（３）その他理事長が必要と認める書類 

（試用期間） 

第９条 新たに有期雇用教職員として採用された者のうち、契約期間が３月を超える

者については、採用の日から１月を試用期間とする。ただし、有期雇用教職員が労

働契約を更新された場合その他理事長が特に認める場合は、試用期間を短縮し、又

は設けないことができる。 
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２ 前項の試用期間は、理事長が特に認めたときは、１年に至るまで延長することが

できる。 

３ 試用期間中又は試用期間満了時に、教職員として不適格と理事長が認めた場合は、

解雇することができる。 

 

第２節 労働条件の明示 

（労働条件の明示） 

第１０条 理事長は、労働契約締結の際に、この規則を提示するとともに、次の事項

を記載した文書を交付するものとする。その他の労働条件については口頭又は文書

により明示するものとする。 

（１）労働契約の期間に関する事項 

（２）就業の場所及び従事する業務に関する事項 

（３）始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日及び

休暇に関する事項 

（４）給与に関する事項 

（５）退職に関する事項（解雇の事由を含む。） 

（６）昇給に関する事項 

（７）退職手当に関する事項 

（８）期末手当に関する事項 

（９）有期雇用教職員の雇用管理の改善に関する事項に係る相談窓口 

 

第３節 評価 

（勤務） 

第１１条 理事長は、有期雇用教職員の勤務実績、職務遂行能力及び成果等について、

評価を実施するものとし、その評価の結果に応じた措置を講ずるものとする。 

２ 有期雇用教職員の評価の方法等については、別に定める。 

 

第４節 異動 

（配置） 

第１２条 有期雇用教職員の配置は、法人の業務上の必要性及び本人の適性等を考慮

して行う。  

（異動） 

第１３条 理事長は、有期雇用教職員に対し、法人の業務の都合により、配置換及び

兼務（以下「配置換等」という。）を命じることができる。 

２ 配置換等を命じられた有期雇用教職員は、正当な理由なくこれを拒むことができ

ない。 

 

第５節 退職及び解雇 

（退職） 

第１４条 有期雇用教職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定め

る日をもって退職とし、有期雇用教職員としての身分を失うものとする。 

（１）次条の規定により退職願を提出し、理事長が承認した場合 理事長が退職日

として承認した日 

（２）労働契約の期間が満了した場合 労働契約期間満了日 

 （３）死亡した場合 死亡日 

２ 前項の規定にかかわらず、理事長は、退職を願い出た教職員が第４９条第１項各

号のいずれかに該当し、同条の規定により懲戒処分の手続を行っている場合にあっ

ては、当該退職を認めないことができる。 

（自己都合退職） 

第１５条 有期雇用教職員は、労働契約の期間中に自己の都合により退職しようとす
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るときは、退職を予定する日の１月前までに、文書をもって理事長に申し出なけれ

ばならない。ただし、理事長が特に認めた場合は、この限りでない。 

２ 有期雇用教職員は、退職願の提出後も、退職する日までの間は、その職務に従事

しなければならない。 

（解雇） 

第１６条 理事長は、有期雇用教職員が第１号から第４号まで若しくは第７号のいず

れかに該当する場合又は法人が第５号若しくは第６号のいずれかに該当する場合は、

解雇することができる。 

（１）勤務成績が著しく良くない場合 

（２）心身の故障のため、職務の遂行に著しく支障があり、又はこれに堪えない場  

  合 

（３）前２号に規定する場合のほか、職務を遂行するために必要な適格性を欠く場 

  合 

（４）試用期間中又は試用期間満了時に本採用が不適当と認められる場合 

（５）事業活動の縮小その他法人の経営上やむを得ない事由により解雇が必要と認

めた場合 

（６） 天災事変その他やむを得ない事由により法人の事業継続が不可能となった

場合 

（７） その他前各号に準ずる事由がある場合 

２ 理事長は、有期雇用教職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを解

雇するものとする。ただし、有期雇用教職員が第２号に該当する場合でその刑に係

る罪が過失によるものであり、かつ、その刑の執行を猶予されたときにあっては そ

の情状を考慮して特に必要があると認めるときは、当該有期雇用教職員を解雇しな

いことができる。 

（１）禁錮以上の刑に処せられた場合 

（２）日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を

暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入し

た場合 

３ 前各項に定めるもののほか、有期雇用教職員の解雇に関し必要な事項は、公立大

学法人山梨県立大学教職員の懲戒等に関する規程（以下「懲戒等規程」という。）の

定めるところによる。 

（解雇制限） 

第１７条 前条第１項及び第２項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当す

る期間は解雇しない。 

（１）業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後３０

日間。ただし、療養開始後３年を経過した日において地方公務員災害補償法（昭

和４２年法律第１２１号）若しくは労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第

５０号）に基づく傷病補償年金を受けている場合又は同日後において傷病補償

年金を受けることとなった場合はこの限りでない。 

（２）労働基準法第６５条に定める産前産後の休業する期間及びその後３０日間。 

２ 天災事変その他やむを得ない事由により法人の事業継続が不可能となった場合で、

所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合は、この限りではない。 

（解雇予告） 

第１８条 理事長は、有期雇用教職員を解雇しようとする場合は、少なくとも３０日

前にその予告をしなければならない。３０日前に予告しない場合にあっては、平均

賃金３０日分に相当する解雇予告手当を支給するものとする。 

２ 前項の予告の日数は、平均賃金を支払った日数に応じて短縮することができる。 

３ 前２項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、予告するこ

となく解雇するものとする。 

（１）試用期間中の者を採用の日から１４日以内に解雇する場合 
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（２）第５０条第４号に定める懲戒解雇をする場合又は天災事変その他やむを得な 

い事由のために法人の事業の継続が不可能となった場合で、所轄労働基準監督 

署長の認定を受けたとき。 

（退職又は解雇後の責務） 

第１９条 退職した者又は解雇された者は、法人から借用している物品を速やかに返

還しなければならない。 

 

第３章 給与及び退職手当 

（給与） 

第２０条 有期雇用教職員の給与の支給方法は、公立大学法人山梨県立大学教職員給

与規程（以下「給与規程」という。）第１０条に規定する教職員の給料の支給の例に

準ずる。ただし、給与の支給は、第１０条で規定する労働条件の定めにより、月の

１日から末日までの期間に係る額を翌月に支給することができる。 

（ 給 与 の 種 類 ）  

第 ２ １ 条  有 期 雇 用 教 職 員 の 給 与 の 種 類 は 、 基 本 給 、 時 間 外 勤 務 手 当 及 び 次

の 各 号 の 職 名 ご と に 定 め る 手 当 と す る 。  

（ １ ） 代 替 職 員  通 勤 手 当 、 住 居 手 当 、 休 日 勤 務 手 当 及 び 期 末 手 当  

（ ２ ） 非 常 勤 職 員  通 勤 手 当 、 休 日 勤 務 手 当 及 び 期 末 手 当  

（ ３ ） 法 人 職 員  通 勤 手 当 、 休 日 勤 務 手 当 及 び 期 末 手 当  

（ ４ ） 非 常 勤 講 師  通 勤 手 当  

２  前 項 各 号 に 定 め る 給 与 に つ い て は 、 次 条 か ら 第 ３ １ 条 の 定 め る と こ ろ に

よ り 支 給 す る 。  

 

（基本給） 

第２２条 有期雇用教職員の基本給は、月給、日給又は時間給とする。 

（基本給の決定） 

第２３条 有期雇用教職員の基本給の額は、別表第２に掲げる有期雇用教職員の職名

ごとに定める額とする。 

（通勤手当、住居手当） 

第２４条 

１ 通勤手当は、契約期間が１月以上ある者に対し、給与規程第１９条に規定する教

職員の例に準じて支給することができる。ただし、第４０条第２項の規定により割

り振られた勤務日数が週５日間に満たない者については、現に要した費用を上限に

支給することができる。 

２ 住居手当は、契約期間が１年以上ある者に対し、給与規程第１７条に規定する教

職員の例に準じて支給することができる。 

（時間外勤務手当） 

第２５条 有期雇用教職員が第４０条に規定する勤務時間（以下「正規の勤務時間」

という。）以外の時間において勤務することを命じられたときは、第２８条に規定

する勤務１時間当たりの給与額を基礎に給与規程第２１条に規定する教職員の例

に準じて時間外勤務手当を支給する。 

２ 前項の規定にかかわらず、正規の勤務時間が１週間につき４０時間未満の有期雇

用教職員については、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と

その勤務した日における正規の勤務時間との合計が８時間に達するまでの間の勤務

に対しては、第２８条に規定する勤務１時間当たりの給与額を時間外勤務手当とし

て支給する。 

（休日勤務手当） 

第２６条 有期雇用教職員が給与規程第２２条の規定により休日勤務手当が支給され

ることとなる日に勤務することを命じられたときは、第２８条に規定する勤務１時

間当たりの給与額を基礎に給与規程第２２条に規定する教職員の例に準じて休日勤
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務手当を支給する。 

（給与の日割計算） 

第２７条 基本給を月給として支給される有期雇用教職員が月の途中で採用又は解

雇され、若しくは退職（死亡による退職は除く。）した場合の基本給は、その月額

を月の初日に採用されたものとした場合の勤務すべき日数で除して得た額に勤務

した日数を乗じて得た額とする。 

（勤務１時間当たりの給与額） 

第２８条 有期雇用教職員の勤務１時間当たりの給与額は、次の各号に定めるところ

により算出された額とする。 

（１）基本給の額が給料月額を基礎に算出して定められている場合 給与規程第２ 

４条に規定する教職員の例に準じて算出した額 

（２）基本給の額が１日当たりの単価として定められている場合 当該単価を当該 

１日当たりの勤務時間で除して得た額 

 （３）基本給の額が１時間当たりの単価として定められている場合 当該単価 

（端数処理） 

第２９条 第２７条の規定により算出された基本給の額に１円未満の端数があるとき

は、その端数を切り上げる。 

２ 第２５条及び第２６条の規定により勤務１時間につき支給する時間外勤務手当又

は休日勤務手当の額を算定する場合において、当該額に１円未満の端数があるとき

は、その端数を四捨五入する。 

３ 次条の規定により給与を減額する場合において、当該額に１円未満の端数がある

ときは、その端数を切り捨てる。 

（給与の減額） 

第３０条 有期雇用教職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、第４５条及び第

４６条に掲げる場合を除き、その勤務しなかった時間数に係る給与を減額するもの

とする。ただし、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しない場合

は、その月の給与の全額を減額する。 

２ 前項の規定により減額する場合の勤務１時間当たりの給与額は、第２８条により

算出した額とする。 

３ 第１項の規定により給与を減額することとなる時間数は、当該月における勤務し

なかった時間数の合計時間数とする。ただし、算出された時間数に３０分未満の端

数があるときは、その端数を切り捨てる。 

（期末手当） 

第３１条 ６月１日及び１２月１日（以下「基準日」という。）に、それぞれ在職する

勤務期間が引き続き６月以上であって、正規の勤務時間が、１週間につき３８時間

４５分の非常勤職員（基本給が期末手当相当額を勘案して決定された者を除く）に

対して、１月分の基本給を期末手当として支給する。 

２ 基準日にそれぞれ在職する法人職員及び代替職員に対して、基本給に１００分の

１２０を乗じて得た額に、基準日以前６月以内の期間におけるその者の在職期間の

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を期末手当と

して支給する。これらの基準日前１ヶ月以内に退職した法人職員及び代替職員につ

いても同様とする。 

（１）６月 １００分の１００ 

（２）５月以上６月未満 １００分の８０ 

（３）３月以上５月未満 １００分の６０ 

（４）３月未満 １００分の３０ 

（退職手当） 

第３２条 有期雇用教職員には退職手当を支給しない。 

 

第４章 服務 
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（誠実義務） 

第３３条 有期雇用教職員は、法人の使命と業務の公共性を自覚し、誠実かつ公正に

職務を遂行しなければならない。 

２ 有期雇用教職員は、日常行動について常に公私の別を明らかにし、職務や地位を

私的な利益のために用いてはならない。 

３ 有期雇用教職員は、法人の利益と相反する行為を行ってはならない。 

（服務） 

第３４条 有期雇用教職員は、法令、この規則及び法人の諸規程を遵守し、上司の指

揮命令に従い、その職務を遂行しなければならない。 

２ 有期雇用教職員の服務については、公立大学法人山梨県立大学教職員服務規程の

規定を準用する。 

（職務専念義務） 

第３５条 有期雇用教職員は、この規則又は関係法令に定める場合を除いては、その

勤務時間及び業務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、法人がなすべ

き責を有する業務にのみに従事しなければならない。 

２ 理事長は、次に掲げる場合には、教職員の職務に専念する義務を免除することが

できる。 

（１）勤務時間中に法人が実施する健康診断を受ける場合 

（２）勤務時間内の労働組合交渉に参加する場合 

（３）その他理事長が適当であると認める場合 

（信用失墜行為の禁止） 

第３６条 有期雇用教職員は、法人の名誉若しくは信用を失墜し、又は教職員全体の

名誉を毀損する行為をしてはならない。 

（守秘義務） 

第３７条 有期雇用教職員は、職務上知ることのできた秘密及び個人情報を漏らして

はならない。その職を退いた後も同様とする。 

２ 有期雇用教職員が法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項

を発表する場合には、理事長の許可を得なければならない。 

３ 前項の許可は、法律に特別の定がある場合を除く外、拒むことはできない。 

（兼業） 

第３７条の２ 教職員は、理事長の許可を受けた場合でなければ、他の職務に従事 

し、又は自ら営利企業を営んではならない。 

２ 前項に定めるもののほか、教職員の兼業については、公立大学法人山梨県立大学

教職員兼業規程の定めるところによる。 

（職務に係る倫理） 

第３８条 有期雇用教職員は、職務に係る倫理の保持に努めなければならない。 

２ 有期雇用教職員の職務に係る倫理については、公立大学法人山梨県立大学教職員

倫理規程の規定を準用する。  

（人権侵害等の防止及び排除） 

第３９条 有期雇用教職員は、セクシュアル・ハラスメント、アカデミック・ハラス

メント、パワー・ハラスメント、モラル・ハラスメント、育児休業等に関するハラ

スメント、その他人権侵害等（以下「人権侵害」という。）をいかなる形でも行って

はならず、これの防止及び排除に努めなければならない。 

２ 人権侵害の防止等に関する措置は、公立大学法人山梨県立大学人権侵害防止等に

関する規程の定めるところによる。 

 

第５章 勤務時間、休日、休暇等 

（勤務時間） 

第４０条 有期雇用教職員の勤務時間は、１週間につき３８時間４５分以内かつ１日

につき７時間４５分を超えない範囲とする。 
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２ 理事長は、月曜日から金曜日までの５日間において、前項の規定の範囲内の勤務

時間を割り振るものとする。ただし、理事長が特に認めた場合は、この限りでない。 

（休憩時間） 

第４１条 有期雇用教職員の休憩時間は、１日の勤務時間が、６時間を超える場合に

おいては、１時間の休憩時間を勤務時間の途中に置かなければならない。 

（休日） 

第４２条 有期雇用教職員の休日は、次の各号に定める日とする。 

（１）日曜日及び土曜日（以下「週休日」という。） 

（２）国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に定める休日（以下

「祝日法による休日」という。） 

（３）１２月２９日から翌年１月３日までの日（祝日法による休日を除く。以下「年

末年始の休日」という。） 

（４）業務上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある有期雇用教職員

については、個別の雇用契約において定めた日。 

 

（週休日等の振替等） 

第４３条 理事長は、有期雇用教職員に週休日において特に勤務することを命ずる必

要がある場合には、勤務時間が割り振られた日（以下この条において「勤務日」と

いう。）を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務すること

を命ずる必要がある日に割り振ることができる。 

（祝日等の代休日） 

第４４条 理事長は、有期雇用教職員に第４２条第２号及び第３号に掲げる日（以下

「祝日等」という。）に特に勤務を命じた場合は、当該祝日等に代わる日（以下「代

休日」という。）を指定することができる。 

２ 前項の規定により代休日を指定する場合には、あらかじめ、勤務することを命じ

た祝日等を起算日とする８週間後の日までの期間内の勤務日を指定するものとする。 

（年次有給休暇） 

第４５条 有期雇用教職員のうち継続して雇用される者には、別表第３に規定する日

数を年次有給休暇として付与する。 

２ 年次有給休暇は日、又は半日の単位で取得できるものとする。 

３ 前項の半日とは有期雇用教職員の勤務時間において、休憩時間をはさんだいずれ

か一方の勤務時間とする。 

４ 法人設立前の山梨県立大学（以下「法人設立前の大学」という。）の非常勤嘱託若

しくは臨時職員であった者で引き続き法人に雇用された有期雇用教職員にあっては、

法人設立前の大学に採用されたときを法人に雇用されたときとみなして、前項の規

定を適用する。 

５ 前項の有期雇用教職員が第１項の規定により年次有給休暇が付与されるとき、法

人設立前の大学において付与された年次有給休暇のうち前年から繰り越したもので

法人に雇用された際未使用となっているものがあるときは、それを加えるものとす

る。この場合、法人に雇用されるまでの間に使用した年次有給休暇については、前

年から繰り越したものから使用したものとみなして計算する。 

６ 年次有給休暇（この項の規定により繰り越されたものを除く。）は、次の期間に繰

り越すことができる。なお、繰り越すことができる年次有給休暇の残日数に１日に

満たない端数があるときは、これを１日として次の期間に繰り越すことができる。 

７ 理事長は、年次有給休暇を有期雇用教職員の請求する時季に与えなければならな

い。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが業務の正常な運営を妨

げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。 

８ 第１項の年次有給休暇が１０日以上与えられた有期雇用教職員に対しては、前項

の規定にかかわらず、付与日から１年以内に、当該有期雇用教職員の有する年次有

給休暇日数のうち５日について、理事長が有期雇用教職員の意見を聴取し、その意
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見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、有期雇用教職

員が前項又は次項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得

した日数分を５日から控除するものとする。 

９ 第７項の規定にかかわらず、労働者代表との書面による協定により、有期雇用教

職員の有する年次有給休暇日数のうち５日を超える部分について、あらかじめ時季

を指定して取得させることがある。 

（年次有給休暇の時間単位での付与） 

第４５条の２  労働者代表との書面による協定に基づき、前条の年次有給休暇の日数

のうち、１年について５日の範囲で次により時間単位の年次有給休暇（以下「時間

単位年休」という。）を付与する。 

（１）時間単位年休付与の対象者は、別表第１の有期雇用教職員とする。 

（２）時間単位年休を取得する場合の、１日の年次有給休暇に相当する時間数は、正

規の勤務時間とする。ただし、正規の勤務時間に１時間に満たない時間数が定め

られている場合には、これを１時間単位で切り上げた時間数とする。 

（３）時間単位年休は１時間単位で付与する。 

（４）本条で定める時間単位年休については、前条第８項で定められた年次有給休暇

（教職員が第７項の規定により取得したため控除することとなった年次有給休暇

も含む）の対象とはならない。 

（５）上記以外の事項については、前条の年次有給休暇と同様とする。 

（年次有給休暇以外の休暇） 

第４６条 有期雇用教職員の年次有給休暇以外の有給休暇については別表第４のとお

りとする。 

２ 有期雇用教職員の無給休暇については、別表第５のとおりとする。 

（育児・介護休業等） 

第４６条の２ 有期雇用教職員の育児・介護休業等に関する事項は、公立大学法人山

梨県立大学教職員の育児・介護休業等に関する規程の例による。 

     

第６章 研修 

（研修） 

第４７条 有期雇用教職員は、業務に関し必要な知識、技能等を向上させるため、研

修に参加することを命じられた場合は、研修を受けなければならない。 

２ 法人は、有期雇用教職員の研修機会の提供に努めるものとする。 

３ 前２項に定めるもののほか、有期雇用教職員の研修については、公立大学法人山

梨県立大学教職員研修規程の規定を準用する。 

 

第７章 表彰 

（表彰） 

第４８条 有期雇用教職員が特に顕著な業績を上げた場合、特に法人の名誉を高める

行為を行った場合その他特に他の教職員の模範となる行為を行った場合には、表彰

を行う。 

２ 前項に定めるもののほか、有期雇用教職員の表彰については、公立大学法人山梨

県立大学教職員表彰規程の規定を準用する。 

 

第８章 懲戒等 

（懲戒） 

第４９条 理事長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、懲戒処分を行うことが

できる。 

（１）正当な理由なく無断欠勤し、又は遅刻、早退を繰り返すなど、勤務を怠った

場合 

（２）正当な理由なく業務上の指示及び命令に従わなかった場合 
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（３）故意又は重大な過失により、法人に損害を与えた場合 

（４）刑法犯に該当する行為があった場合 

（５）私生活上での非違行為又は法人に対する誹謗中傷等によって、法人の名誉を 

傷つけ、又は業務に影響を及ぼすような行為があった場合 

（６）素行不良で法人の秩序又は風紀を乱した場合 

（７）重大な経歴詐称をした場合 

（８）その他法令及び就業規則その他諸規程に違反した場合 

（９）前各号に準ずる行為があった場合 

２ 管理監督下にある有期雇用教職員に前項各号に規定する行為があったときは、当

該管理監督者をその監督責任により懲戒に処することができる。 

３ 理事長は、有期雇用教職員に対し懲戒処分を行う場合にあっては、その旨を記載

した書面を交付して行わなければならない。 

４ 前３項に定めるもののほか、有期雇用教職員の懲戒に関し必要な事項は、懲戒規

程の定めるところによる。 

（懲戒の種類） 

第５０条 懲戒の種類及びその内容は、次に掲げるとおりとする。 

（１）戒告 始末書を提出させ、将来を戒めること。 

（２）減給 始末書を提出させ、１日以上６月以下の期間、給与を減額する。ただし、

その額は、１回の額が労働基準法第１２条に定める平均賃金の１日分の半額を超え

ず、その総額が一給与支給期における給与の総額の１０分の１を超えない範囲内と

する。 

（３）停職 始末書を提出させ、１日以上６月以下の期間、職務に従事させないこ

と。この期間中、いかなる給与も支給しない。 

（４）懲戒解雇 予告をすることなく、即時に解雇すること。  

（訓告等） 

第５１条 理事長は、第４９条第１項各号に定める場合のほか、服務を厳正にし、規

律を保持する必要があるときは、文書又は口頭により、訓告又は注意を行うことが

できる。 

（損害賠償） 

第５２条 理事長は、有期雇用教職員が故意又は重大な過失により法人に損害を与え

た場合においては、前２条の規定による懲戒処分又は訓告等を行うほか、その損害

の全部又は一部を賠償させることができる。 

 

第９章 安全衛生 

（安全衛生管理） 

第５３条 法人は、労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）及びその他の関係法

令に基づき、有期雇用教職員の健康増進と危険防止のために必要な措置を講じるも

のとする。 

２ 有期雇用教職員は、安全、衛生及び健康の確保について、関係法令のほか、上司

の指示を守るとともに、理事長が行う安全衛生に関する措置に協力しなければなら

ない。 

３ 有期雇用教職員の健康管理と安全衛生の確保については、公立大学法人山梨県立

大学教職員安全衛生管理規程の規定を準用する。 

 

第１０章 出張 

（出張） 

第５４条 理事長は、職務上必要がある場合には、有期雇用教職員に出張を命ずるこ

とができる。 

２ 出張を命じられた有期雇用教職員が出張を終えたときは、速やかに文書又は口頭

をもって、その状況を報告しなければならない。  
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（旅費） 

第５５条 前条に規定する出張に要する旅費については、公立大学法人山梨県立大学

教職員旅費規程の規定を準用する。 

 

第１１章 福利厚生 

（福利厚生） 

第５６条 法人は、教職員の健康と福祉の増進のために必要な措置を行う。 

 

第１２章 災害補償 

（業務災害及び通勤災害）  

第５７条 有期雇用教職員が業務上又は通勤上で災害を被った場合の補償については、労

働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）の定めるところによる。  

２ 前項の規定にかかわらず、有期雇用教職員が地方公務員等共済組合法（昭和３７年法

律第１５２号。以下「地共済法」という。）の加入要件を満たす場合は、地方公務員災

害補償法（昭和４２年法律第１２１号）の定めるところによる。  

 

第１３章 社会保険等 

（社会保険等） 

第５８条 有期雇用教職員が健康保険、厚生年金保険及び雇用保険への加入が必要な

場合、それぞれ、健康保険法（大正１１年法律第７０号）、厚生年金保険法（昭和２

９年法律第１１５号）及び雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）の定めるとこ

ろによる。 
２ 前項の規定にかかわらず、有期雇用教職員が地共済法の加入要件を満たす場合は、

地共済法の定めるところによる。  

 

第１４章 職務発明等 

（職務発明等） 

第５９条 有期雇用教職員の職務発明等については、公立大学法人山梨県立大学教職

員の職務発明等に関する規程の定めるところによる。 

 

第１５章 雑則 

（非常勤講師についての特例）  

第６０条 第９条及び第４６条の規定は非常勤講師及びアルバイトには適用しない。  

２ 非常勤講師については、第４条第２項中「これを２回まで」とあるのは「これを」と

する。  

（委任） 

第６１条 この規則に定めるもののほか、有期雇用教職員に関し必要な事項は別に定

める。 



115 

 

 

別表第１（第２条及び第３条関係） 

職名 職務内容 

法人職員 事務、技術、技能、労務に関する業務に従事する職 

非常勤職員 専門的な技術、知識、経験を必要とする職 

代替職員 育児休業又は休職となった教職員の代替として業務に従事する職 

非常勤講師 カリキュラムにおける授業の担当、学生の研究指導に従事する職 

アルバイト 事務、技術、技能、労務に関する補助的職務に従事する職 

 

別表第２（第２３条関係） 

職名 基本給の額 

代替職員 

非常勤職員 

その者の業務内容及び勤務態様を考慮して、理事長が決定する。 

法人職員 次の区分に応じ１月当たりの単価※として定める額 

①事務職、司書  

行政職給料表  月額  毎年４月１日における  

在職期間  

１－９相当  １６４，４９３円  ６月未満  

１－１１相当  １６７，２８９円  ６月以上１年６月未満  

１－１３相当  １６９，８７６円  １年６月以上２年６月未満  

１－１５相当  １７２，９８２円  ２年６月以上３年６月未満  

１－１７相当  １７５，７７７円  ３年６月以上  

②実習助手  

教育職給料表  月額  毎年４月１日における  

在職期間  

１－９相当  ２０２，３８２円  ６月未満  

１－１１相当  ２０７，７６５円  ６月以上１年６月未満  

１－１３相当  ２１２，９４１円  １年６月以上２年６月未満  

１－１５相当  ２１６，７７１円  ２年６月以上３年６月未満  

１－１７相当  ２２０，９１２円  ３年６月以上  

③保健センターの看護師、保健師  

医療職給料表  

（二）  

月額  毎年４月１日における  

在職期間  

２－２相当  ２０５，９０１円  ６月未満  

２－４相当  ２０９，９３９円  ６月以上１年６月未満  

２－６相当  ２１４，１８３円  １年６月以上２年６月未満  

２－８相当  ２１８，６３５円  ２年６月以上３年６月未満  

２－１０相当  ２２２，１５４円  ３年６月以上  
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※（給与規程別表第１～第３に定める給料月額（毎年４月１日時

点のもの） ＋ 平成３１年４月改正給与規程附則２の調整額）

×（１００％ ＋ 地域手当率［２．７５％］）［円未満切捨］

を当該年度の単価として決定する。 

 

非常勤講師 その者の業務内容及び勤務態様を考慮して、理事長が決定する。 

アルバイト １時間当たり９４０円 
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別表第３（第４５条関係） 

１週間の所定労働日

数 

５日 ４日 ３日 ２日 １日 

１年間の所定労働日

数 

217 日～ 169 日～ 

216 日 

121 日～ 

168 日 

73 日～ 

120 日 

48 日～ 

72 日 

継

続

勤

務

期

間 

６か月 １０日 ７日 ５日 ３日 １日 

１年６月 １１日 ８日 ６日 ４日 ２日 

２年６月 １２日 ９日 ６日 ４日 ２日 

３年６月 １４日 １０日 ８日 ５日 ２日 

４年６月 １６日 １２日 ９日 ６日 ３日 

５年６月 １８日 １３日 １０日 ６日 ３日 

６年６月以上 ２０日 １５日 １１日 ７日 ３日 

備

考 

１ １週間当たりの勤務時間が 30 時間以上の場合には、１週間当たりの勤

務日数にかかわらず、当該日数が５日以上あるものとみなして適用する。 

２ 雇用の日から６月経過した日を法定の基準日として付与することとす

る。なお、雇用の日から６月経過する前に１月につき１日を限度として法

定の基準日の取得予定日数を分割して付与することとする。 

３ 雇用の日から６月経過する前に分割して付与した場合において、次年度

以降の付与日は初年度の初回付与日を法定の基準日から繰り上げた期間

と同じ期間、法定の基準日から繰り上げるものとする。 

 

別表第４（第４６条関係） 

休暇の原因 承認を与える期間 

忌引 公立大学法人山梨県立大学勤務時間、休日及び休暇等に関する規

程に準じた期間 

傷病休暇 公務に起因する傷病（通勤災害を含む。）の場合、雇用期間（ただ

し、それ以外の場合は、１０日以内） 

災害等による

出勤困難休暇 

その都度必要と認める期間 

公民権行使休

暇 

その都度必要と認める期間 

官公署出頭休

暇 

その都度必要と認める期間 

婚姻休暇 ５日以内 

子の看護休暇 中学校就学の始期に達するまでの子を看護する場合  ５日以内

（子が２人以上の場合は１０日以内） 

短期の介護休

暇 

要介護状態にある次に掲げる者の介護を行う場合 ５日以内（要

介護者が２人以上の場合は１０日以内） 
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（１）配偶者（届出は無いが事実上婚姻関係と同様の事情にある

者を含む）、父母、子又は配偶者の父母 

（２）教職員が同居し、かつ扶養する祖父母、兄弟姉妹又は孫 

夏季休暇 ５日（ただし、７月１日から９月３０日まで） 

生理休暇 その都度必要と認める期間（ただし、毎月２日を超えることは出

来ない。） 

妊娠中又は出

産後の教職員

の通院休暇  

次の妊娠週数等の区分に掲げる通院回数において必要と認める時間  

（１）妊娠したと認められたときから妊娠満２３週まで ４週間に１  

 回  

（２）妊娠満２４週から満３５週まで ２週間に１回  

（３）妊娠満３６週から分べんまで １週間に１回  

（４）出産後１年まで １回  

感染症まん延

防止休暇  

その都度必要と認める期間  

特別休暇 理事長が特に必要と認める場合 その都度認める期間 

配偶者出産休

暇 

３日以内 

男性有期雇用

職員の育児参

加休暇 

５日以内 

 

別表第５（第４６条第３項関係）  

休暇の原因 承認を与える期間 備考 

骨髄提供休暇 公立大学法人山梨県立大学勤務時間、休日及

び休暇等に関する規程に準じた期間 

 

分べん休暇 公立大学法人山梨県立大学勤務時間、休日及

び休暇等に関する規程に準じた期間 

 

育児休暇 公立大学法人山梨県立大学勤務時間、休日及

び休暇等に関する規程に準じた期間 

 

 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２２年４月１日から適用する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行日前に地方公務員法等により、教職員が懲戒、分限処分を受けて

いた場合についても、前項と同様に効力を継承するものとする。 

３ この規則の施行日前に行った教職員の非違行為は、この規則の施行後の法人の教

職員として行ったものとみなし、第４９条の規定を適用するものとする。 

 

附 則 

この規則は、平成２４年８月２７日から施行する。 
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  附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 

２ 施行の日前に雇用契約を締結している有期雇用教職員に係る、この規則による改

正後の第４条第２項の規定の適用については、施行日以後の雇用契約から適用する。 

 

附 則 

この規則は、平成２７年３月６日から施行する。 

 

  附 則 

この規則は、平成２８年７月１日から施行し、平成２８年４月１日から適用する。  

 

  附 則 

この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

  附 則 

この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

  附 則 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

 

  附 則 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

 

  附 則 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

 

  附 則  

この規則は、令和５年１０月１日から施行する。  

 

  附 則 

この規則は、令和５年１２月２６日から施行する。 


